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自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
排
出
基
準
）

第
三
条

排
出
基
準
は
、
ば
い
煙
発
生
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
煙
に
つ
い
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
。

２

（
略
）

３

環
境
大
臣
は
、
施
設
集
合
地
域
（
い
お
う
酸
化
物
、
ば
い
じ
ん
又
は
特
定
有
害
物
質
に
係
る
ば
い
煙
発
生
施
設
が
集
合

し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
を
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
に
お
け
る
当
該
ば
い
煙
発
生
施
設
に
お
い
て
発
生
し

、
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
物
質
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
限
度
を
こ
え
る
大
気
の
汚
染
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
環
境
省
令
で
、
当
該
全
部
又
は
一
部
の
区
域
を
限
り
、
そ
の
区
域
に
新
た
に
設
置
さ
れ

る
当
該
ば
い
煙
発
生
施
設
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
排
出
基
準
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
基
準
が
定
め
ら
れ
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
排
出
基
準
）
に
か
え
て
適
用
す
べ
き
特
別
の
排
出
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

（
略
）

第
四
条

都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
の
う
ち
に
、
そ
の
自
然
的
、
社
会
的
条
件
か
ら
判
断
し
て
、
ば
い
じ
ん
又

は
有
害
物
質
に
係
る
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
排
出
基
準
に
よ
つ
て
は
、
人
の
健
康
を
保
護
し
、
又
は
生
活
環
境
を
保

全
す
る
こ
と
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
区
域
に
お
け
る
ば
い
煙
発
生
施
設
に
お
い
て
発

生
す
る
こ
れ
ら
の
物
質
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
条
例
で
、
同
条
第
一
項
の
排
出
基
準
に
か
え
て
適

用
す
べ
き
同
項
の
排
出
基
準
で
定
め
る
許
容
限
度
よ
り
き
び
し
い
許
容
限
度
を
定
め
る
排
出
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
・
３

（
略
）

（
総
量
規
制
基
準
）

第
五
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
工
場
又
は
事
業
場
が
集
合
し
て
い
る
地
域
で
、
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は

第
四
条
第
一
項
の
排
出
基
準
の
み
に
よ
つ
て
は
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
大
気
の
汚
染
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
の
基
準
（
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
大
気
環
境
基
準
」
と

い
う
。
）
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
と
し
て
い
お
う
酸
化
物
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
ば
い
煙
（
以
下

「
指
定
ば
い
煙
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
地
域
（
以
下
「
指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指

定
地
域
に
お
い
て
当
該
指
定
ば
い
煙
を
排
出
す
る
工
場
又
は
事
業
場
で
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
都
道
府
県
知
事

が
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以
下
「
特
定
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
発
生
す
る
当
該
指
定
ば
い
煙
に
つ
い
て
、

指
定
ば
い
煙
総
量
削
減
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
量
規
制
基
準
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
新
た
に
ば
い
煙
発
生
施
設
が
設
置
さ
れ
た
特
定
工
場
等
（
工
場
又
は
事
業
場
で
、
ば
い
煙
発
生
施

設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
特
定
工
場
等
と
な
つ
た
も
の
を
含
む
。
）
及
び
新
た
に
設
置
さ
れ
た
特
定

工
場
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
指
定
ば
い
煙
総
量
削
減
計
画
に
基
づ
き
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
同
項
の
総
量
規
制
基
準
に
代
え
て
適
用
す
べ
き
特
別
の
総
量
規
制
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
～
７

（
略
）

（
基
準
遵
守
義
務
）

第
十
八
条
の
三

一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
に
つ
い
て
、
環
境
省
令
で

定
め
る
構
造
並
び
に
使
用
及
び
管
理
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
敷
地
境
界
基
準
）

第
十
八
条
の
五

特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
に
係
る
隣
地
と
の
敷
地
境
界
に
お
け
る
規
制
基
準
（
以
下
「
敷
地
境
界
基
準
」
と

い
う
。
）
は
、
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
い
発
生
し
、
又
は
飛
散

す
る
特
定
粉
じ
ん
で
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
、
又
は
飛
散
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
定
粉
じ
ん
の
種

類
ご
と
に
、
工
場
又
は
事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
に
お
け
る
大
気
中
の
濃
度
の
許
容
限
度
と
し
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
。

（
作
業
基
準
）

第
十
八
条
の
十
四

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
係
る
規
制
基
準
（
以
下
「
作
業
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
粉
じ
ん
の

種
類
及
び
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
の
種
類
ご
と
に
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
方
法
に
関
す
る
基
準
と
し
て
、
環
境
省
令

で
定
め
る
。

（
許
容
限
度
）

第
十
九
条

環
境
大
臣
は
、
自
動
車
が
一
定
の
条
件
で
運
行
す
る
場
合
に
発
生
し
、
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま

れ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
量
の
許
容
限
度
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る
大
気
の
汚
染
の
防
止
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
命
令

で
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
に
係
る
規
制
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
許
容
限
度
が
確
保
さ
れ

る
と
と
も
に
次
条
第
一
項
の
許
容
限
度
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

第
十
六
条

政
府
は
、
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
、
土
壌
の
汚
染
及
び
騒
音
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
、
人
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
上
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

２
～
４

（
略
）

○

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
地
域
の
指
定
）

第
五
条

環
境
大
臣
は
、
住
居
が
集
合
し
て
い
る
地
域
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
を
防

止
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
の
健
康
を
防
止
す
る
と
と
も
に
生
活
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
も
の
を
、
指

定
地
域
と
し
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
７

（
略
）

○

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
で
「
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
で
「
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
自
動
車
を
使
用
し
て
旅
客
を
運
送
す
る
事
業

を
い
う
。

４

こ
の
法
律
で
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
に
よ
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。

５
～
７

（
略
）

８

こ
の
法
律
で
、
「
自
動
車
道
」
と
は
、
専
ら
自
動
車
の
交
通
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
道
で
道

路
法
に
よ
る
道
路
以
外
の
も
の
を
い
い
、
「
一
般
自
動
車
道
」
と
は
、
専
用
自
動
車
道
以
外
の
自
動
車
道
を
い
い
、
「
専
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用
自
動
車
道
」
と
は
、
自
動
車
運
送
事
業
者
（
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
専
ら
そ
の

事
業
用
自
動
車
（
自
動
車
運
送
事
業
者
が
そ
の
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交

通
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
た
道
を
い
う
。

○

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
、
特
定
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
及
び
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
自
動
車
（
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
自
動
車
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
以
外
の
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
自
動
車
を
使
用

し
て
貨
物
を
運
送
す
る
事
業
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
自
動
車
（
三
輪
以
上
の

軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
自
動
車
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
事
業
を
い
う
。

５
・
６

（
略
）

○

貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
航
空
運
送
事
業
者
」
と
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十

六
項
の
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
鉄
道
運
送
事
業
者
」
と
は
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
二

項
の
第
一
種
鉄
道
事
業
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
第
二
種
鉄
道
事
業
を
経
営
す
る
者
又
は
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七

十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号

）
第
二
条
第
二
項
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
同
条
第
三
項
の
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い

う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
」
と
は
、
利
用
運
送
事
業
及
び
運
送
取
次
事
業
を
い
う
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
利
用
運
送
事
業
」
と
は
、
第
一
種
利
用
運
送
事
業
及
び
第
二
種
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
一
種
利
用
運
送
事
業
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
利
用
運
送
を
行
う
事
業
で

あ
っ
て
、
第
二
種
利
用
運
送
事
業
以
外
の
も
の
を
い
う
。

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
二
種
利
用
運
送
事
業
」
と
は
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
、
航
空
運
送
事
業
者
又
は
鉄

道
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
に
係
る
利
用
運
送
と
当
該
利
用
運
送
に
先
行
し
及
び
後
続
す
る
当
該
利
用
運
送
に
係
る
貨
物

の
集
貨
及
び
配
達
の
た
め
に
す
る
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項

の
自
動
車
（
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
自
動
車
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
運
送
（
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
に
係
る
利
用
運
送
を
含
む
。
以
下
「
貨
物
の
集
配
」
と
い
う
。
）
と
を
一
貫
し
て
行
う
事

業
を
い
う
。
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（
略
）

10○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

〔
地
方
公
共
団
体
の
法
人
格
、
事
務
、
地
方
自
治
行
政
の
基
本
原
則
〕

第
二
条

（
略
）

②
～
⑧

（
略
）

⑨

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
法
定
受
託
事
務
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
い
う
。

一

法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
の
う
ち

、
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
国
に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
も
の
と
し
て
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
に
定
め
る
も
の
（
以
下
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）

二

（
略
）

⑩
～
⑰

（
略
）


